
杉並区告示第 １１１ 号 

 

保管自転車の処分について 

 

杉並区自転車の放置防止及び駐車場整備に関する条例（昭和

５９年杉並区条例第４６号）第１４条第２項の規定により保管

期間（３０日間）を経過しても引き取りのない自転車を下記の

とおり処分する。 

 

令和８年５月１日 

 

杉並区長  岸 本  聡 子 

 

記 

 

１ 処分対象自転車 別紙のとおり 

２ 処 分 年 月 日 令和８年５月 1５日 

３ 連 絡 先 杉並区都市整備部管理課 

          電話 03-3312-2111 内線 3522 


















